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基幹型阿南障がい者相談支援センター業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、本業務を適切に実施することができる受託候補者の選定にあたり、公募型プロ

ポーザルの手続等について、必要な事項を定める。 

 

１　委託業務の概要 

　⑴　業務名 

　　　基幹型阿南障がい者相談支援センター業務 

　⑵　業務内容 

　　　別紙「基幹型阿南障がい者相談支援センター業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

　⑶　委託料に関する事項 

　　①　見積り上限額 

　　　　総事業費　7,730,100 円（消費税及び地方消費税を含む） 

　　　　　ア　基幹相談支援センター機能強化事業　5,930,100 円（うち消費税　539,100 円） 

　　　　　イ　障害者虐待防止対策支援事業　　　　1,800,000 円（うち消費税　163,636 円） 

※　本選定は、令和 7 年度当初予算の成立を前提とした事前準備手続であり、予算成

立後に効力を生じるものである。本市議会において当初予算案が否決された場合は、

委託契約を締結しないことに留意すること。 
 

　　②　委託業務の対象となる経費 

ア　人件費　報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、旅費 

イ　事務費及び事業費　報償費（謝金）、需用費（消耗品費、燃料費、食糧費（会議

費）、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料、広告

料）、使用料及び賃借料、備品購入費 

　　③　備考 

　　　　委託料は、実績に伴い返還を求める場合がある。 

　⑷　予定委託期間 

　　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２　プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由 

　　本業務は、価格のみによる競争では目的を達成できない業者が選定されるおそれがあるこ

とから、プロポーザル方式により、広く事業者からの提案を受け評価し、受託候補者を選定

する。 

 

３　公募型プロポーザルとする理由 

　　本業務は、基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導 
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・助言、情報収集・提供等により、人材育成の支援を行うとともに、阿南市自立支援協議会

の運営等による地域づくりの取組を実施すること等により、市の相談支援機能の強化を図る

ことを目的として実施するものである。 

　　したがって、価格のみによる競争ではなく、専門的な知識・経験を評価し、最も適した事

業者を選考するため公募型プロポーザルを実施する。 

 

４　スケジュール　　　 

　※　ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性がある。 

 

５　受託候補者の選定方法 

　　受託候補者は、阿南市基幹相談支援センター運営業務プロポーザル審査委員会（以下「審

査委員会」という。）が「６　審査概要」に基づき審査し、選定する。 

 

６　審査概要 

　⑴　参加資格要件 

　　　参加する者は、次の要件をすべて満たしている法人であること。 

　　①　令和７年３月１日現在において、阿南市内に事務所を置く法人であること。 

　　②　令和７年３月１日現在において、事業所が一般相談支援事業者又は特定相談支援事業

者の指定を受けていること。  

　　③　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしている

者又は再生手続開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

　　④　破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始

の申立てがされている者でないこと。 

　　⑤　直近１年間の国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

　　⑥　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

 内容 期日等

 ⑴　公募開始（実施要領等公表） 令和７年２月２８日（金）

 

⑵　質問の受付期間

令和７年２月２８日（金）から 

令和７年３月　４日（火）まで 

（午前８時３０分から午後５時まで）

 ⑶　質問の回答期限 令和７年３月　７日（金）

 ⑷　参加申込書提出期限 令和７年３月１２日（水）午後５時必着

 ⑸　企画提案書提出期限 令和７年３月１７日（月）午後５時必着

 ⑹　事前審査結果通知期限 令和７年３月１９日（水）

 ⑺　プレゼンテーション審査実施日 令和７年３月２１日（金）

 ⑻　審査結果通知 令和７年３月２６日（水）
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掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものが、構成員の中に存在する者でな

いこと。 

　　⑦　仕様書の内容を踏まえ、基幹型阿南障がい者相談支援センター業務を適切に運営でき

る者であること。 

 

　⑵　審査基準　　　 

 

７　質問の受付及び回答 

　⑴　この要領の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

　　①　質問受付期日　令和７年２月２８日（金）から令和７年３月４日（火）まで 

　　②　時間　午前８時３０分から午後５時まで 

　　③　提出場所　阿南市保健福祉部福祉事務所地域共生推進課 

　　④　提出方法　質問書（様式１）に記入の上、電子メール又はファクシミリいずれかの方

法で提出すること。また、電話により提出した旨を連絡すること。 

⑵　質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、

令和７年３月７日（金）午後５時までに阿南市ホームページに掲載して公表する。 

 
項目 提案項目 評価基準 評価点

 

業務遂行能力

法人概要・組織

体制・実績

・法人の指定状況について 

・法人の実績について
１１点

 

配置予定職員の

人数・能力等

・配置予定職員の確保について 

・管理者、相談支援専門員の資格・経験

について

２４点

 

事業内容の合

理性

事業全体

・本事業の主旨及び阿南市の現状に鑑

み、現実的かつ合理的な提案内容となっ

ているか。

１５点

 

業務内容

・仕様書「７　委託業務内容」を踏ま

え、具体的な取組の提案かつ実現性が高

く効果の期待できる提案内容となってい

るか。

３５点

 

その他 提案内容全体

・その他取組内容について、独自性のあ

る提案がされているか。 

・プレゼンテーションの構成・順序・表

現・質疑対応・時間配分が適切か。

１５点

 
合　　計 １００点
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　※　電話又は口頭による個別回答は行わないこととする。 

　※　類似同様の質問については、まとめて一つの回答とする。 

　※　受付期間中は、何度質問しても構わない。 

　※　受託候補者の選定に公平を保てない質問については、回答しないことがある。 

 

８　参加申込書の提出 

参加を希望する者は、参加申込書（様式２）に必要書類を添付し、阿南市保健福祉部福祉

事務所地域共生推進課まで提出すること。 

⑴　提出期間　令和７年２月２８日（金）から令和７年３月１２日（水）までの閉庁日を除

く午前８時３０分から午後５時まで 

⑵　必要書類 

　①　法人の登記事項証明書 

　②　法人の定款又は寄附行為等の写し 

　③　直近１年間の国税及び地方税の納税証明書 

　④　一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者を証する指定通知の写し 

　⑤　基幹型阿南障がい者相談支援センター設置予定施設の平面図 

⑶　提出方法　 

次のいずれかの方法で提出すること。 

①　持参 

②　郵送 

ア　一般書留又は簡易書留により、提出期間内必着で提出すること。 

イ　提出期限までに電話により送付物の到着確認を行うこと。 

ウ　送料は、参加申込者の負担とする。 

エ　市は、郵送及び宅配中の確認、追跡などの責任は負わないものとする。 

 

９　企画提案書等の提出書類等 

８の参加申込書等を提出した者は、⑴　提出書類（企画提案書一式）を阿南市保健福祉部

福祉事務所地域共生推進課まで提出すること。 

　⑴　企画提案書の提出期限 

　　　令和７年３月１７日（月）午後５時（必着） 

　⑵　提出書類（企画提案書一式） 

　　①　基幹型阿南障がい者相談支援センター業務企画提案書（企画提案書様式１） 

　　②　法人の概要（企画提案書様式２） 

　　③　役員名簿（企画提案書様式３又は任意書式） 

　　④　応募の動機・人員体制・事業の取組方針（企画提案書様式４） 

　　⑤　配置予定者個票（企画提案書様式５） 

　　⑥　配置予定者の資格を証する書類の写し 
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　　⑦　収支計画書（企画提案書様式６） 

　　⑧　組織の運営体制に関する書類（組織図）（任意様式） 

　　※　仕様書の内容を踏まえ、作成すること。 

　　※　提出期限後の企画提案書の差し替え、再提出は認めない。 

　⑶　提出部数 

　　　１部 

　⑷　提出方法 

　　　次のいずれかの方法で提出すること。 

　　①　持参 

　　②　郵送 

ア　一般書留又は簡易書留により、提出期間内必着で提出すること。 

イ　提出期限までに電話により送付物の到着確認を行うこと。 

ウ　送料は、参加申込者の負担とする。 

エ　市は、郵送及び宅配中の確認、追跡などの責任は負わないものとする。 

　⑸　企画提案の無効 

　　　次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。 

　　①　提出期限を過ぎて提出された企画提案書 

　　②　民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留保）、第９

４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

　　③　誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

　　④　１⑶①の見積り上限額を超過する提案 

　　⑤　その他、本プロポーザルに関する条件に違反した提案 

 

１０　プレゼンテーション審査に関する事項等 

　　　　　　プレゼンテーションの内容は、企画提案書に基づき、その内容を補完するものとする。

なお、参加申込者が１者の場合もプレゼンテーションを実施する。 

　⑴　事前審査 

　　①　参加申込者が多数の場合は、審査基準に基づき、企画提案書の事務局審査（書面審査

のみ）を行い、プレゼンテーション審査を受けることができる者（３者程度）を選定す

る。 

　　②　事前審査終了後は、速やかに参加申込者全員に事前審査の結果を令和７年３月１９日

（水）までに通知する。 

　　③　事前審査の結果についての異議申立ては一切受け付けない。 

　⑵　プレゼンテーション審査実施日 

　　①　開催日　令和７年３月２１日（金）午前１０時から正午まで 

　　　※　プレゼンテーション審査の日時の詳細については、後日連絡する。 

　　②　場所　阿南市役所２０３会議室 
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　　③　説明者　１者当たり２名までとする。 

　　④　説明時間　１者当たり２５分間（説明１５分、質疑応答１０分）とするが、提案者数

に応じて変更する場合がある。 

　　⑤　説明方法　アピールポイントなど書類又はスライド（PPT）等を用いて説明すること。 

　　⑥　その他　スライド（PPT）説明に必要な場合、プロジェクター（接続端子は HDMI）は

市が用意するが、パソコン等は説明者が持参すること。 

　⑶　受託候補者の決定 

　　①　プレゼンテーションを受けた後、審査委員会において、各企画提案の内容について審

査を行う。審査委員会の審査により、第１順位の受託候補者を決定する。 

　　②　第１順位の受託候補者が辞退したときは、次点の者を受託候補者とする。 

　　③　プレゼンテーション及び審査委員会は非公開とする。 

　⑷　審査結果の通知及び公表 

審査結果については速やかに電子メール等で通知し、阿南市のホームページにおいて公

表する。なお、審査の経緯については公表しないものとし、審査結果についての異議申立

ては一切受け付けない。 

 

１１　契約に関する事項 

　⑴　契約の締結 

受託候補者と本市の間で、委託内容、経費等について調整を行い、協議が整った場合、

見積書を徴して公募型プロポーザル方式による随意契約とし、契約を締結する。この協議

は、企画提案の内容を脱しない範囲内での内容の変更に関する協議を含むものとする。し

たがって、企画提案時に提出した収支計画書（企画提案書様式６）の額が委託料となると

は限らない。 

　⑵　契約保証金 

　　　契約締結に当たり、受託者は、阿南市契約規則（平成２４年規則第７号）第２６条第１

項に規定する契約保証金を納付しなければならない。ただし、同条第２項各号のいずれか

に該当する場合は、全部又は一部を免除する。 

　⑶　その他 

受託候補者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

書面を提出すること。なお、この場合、次順位者を受託候補者とする。 

　 

１２　失格事項 

⑴　本プロポーザル参加に当たっては、競争を制限する目的で他の提案者と参加意思及び提

案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければ

ならない。 

　⑵　提案者は、受託候補者の選定前に、他の提案者に対して企画提案書等を意図的に開示し

てはならない。 
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　⑶　その他不正な行為があったと市が認めた場合は、失格とする。 

 

１３　提出書類の取扱 

　⑴　提案者が市へ提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著作権は、

提案者に帰属する。ただし、阿南市情報公開条例（平成１２年条例第３７号）に基づく情

報公開請求の対象となる。 

　⑵　提案内容に含まれる特許権など、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 

　⑶　企画提案書等に著作権、肖像権を有する画像、地図等を使用する場合は、提案者側の責

において許諾を得た上、掲載すること。 

　⑷　提出書類については、追加・削除等は原則として認めない。 

　⑸　提出書類は返却しない。ただし、本プロポーザルにかかる審査以外には利用しない。 

 

１４　その他 

　⑴　公募型プロポーザルは、受託候補者を選定するものであることから、具体的な事業実施

については、企画提案書等に記載された内容を反映しつつも、本市との協議に基づいて実

施すること。 

　⑵　プロポーザルに要する経費は、提案者の負担とする。 

　⑶　参加申込者は、複数の企画提案をすることはできない。 

　⑷　参加申込書を提出した場合にあって参加を辞退する場合は、令和７年３月１４日(金）ま

でに辞退届（様式３）を提出すること。 

　⑸　参加申込者がなかった場合を除き、このプロポーザルは実施する。 

　⑹　評価内容及び選定結果についての異議申立ては一切受け付けない。 

　⑺　提出書類・質問の作成及びヒアリングは、日本語で行うものとする。 

 

１５　問い合わせ先 

　　阿南市保健福祉部福祉事務所地域共生推進課 

　　〒７７４－８５０１　徳島県阿南市富岡町トノ町１２番地３（阿南市役所１階） 

　　電　話：０８８４-２２-３４４０（直通）　　ファクシミリ：０８８４-２２-１８１３ 

　　E-mail：chikyo@anan.i-tokushima.jp 

mailto:chikyo@anan.i-tokushima.jp

